
　

国
民
皆
保
険
「
最
後
の
砦

と
り
で
」
と
言
わ
れ
る

国
保
。自
営
業
者
や
農
林
水
産
業
の
従
事
者
、

退
職
な
ど
で
社
会
保
険
を
脱
退
し
た
人
、
高

齢
者
な
ど
誰
で
も
加
入
で
き
る
保
険
で
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
高
齢
化
な
ど
加
入
者
の
低

所
得
化
も
進
み
、
必
然
と
医
療
費
も
増
加
。

保
険
料
収
入
は
減
り
続
け
る
な
か
、
医
療
費

は
増
え
続
け
て
い
る
の
が
実
態
で
す
。
今
年

度
の
国
保
会
計
は
、
自
主
財
源
で
あ
る
国
保

税
が
13
％
に
対
し
、
県
か
ら
の
交
付
金
が

75
％
。
本
来
な
ら
国
保
税
増
税
な
ど
で
対
応

す
べ
き
と
こ
ろ
、
赤
字
を
補
う
た
め
に
一
般

会
計
か
ら
法
定
外
の
繰
入
金
、
い
わ
ゆ
る
税

金
投
入
に
よ
っ
て
賄
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

今
年
度
の
予
算
で
は
、
６
千
８
百
万
円
以

上
計
上
。
今
後
も
税
金
を
投
入
し
続
け
な
け

れ
ば
維
持
で
き
な
い
危
機
的
な
状
況
で
す
。

　

県
が
保
険
者
に
加
わ
り
、
と
も
に
国
保
の

運
営
主
体
と
な
っ
て
３
年
目
を
迎
え
ま
し

た
。
運
営
体
制
が
変
わ
る
の
は
、
長
い
国
保

制
度
の
歴
史
で
初
め
て
と
な
る
大
改
革
。
町

が
行
っ
て
き
た
国
保
運
営
に
、
財
政
運
営
の

中
心
的
役
割
と
し
て
県
も
加
わ
り
、
安
定
化

に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
よ
り
、
支
出
の
７
割
以
上
を
占
め
る
保

険
給
付
金
を
県
が
支
出
。町
は
県
に
対
し
て
、

納
付
金
と
い
う
形
で
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
納
付
金
算
出
に
は
自
治
体
ご
と
の
医

療
費
が
大
き
く
影
響
。
今
年
度
は
前
年
度
よ

り
５
千
万
円
以
上
増
え
、
３
憶
４
千
９
百
万

円
も
の
納
付
金
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　

財
政
安
定
化
に
向
け
、
平
成
28
年
度
と
令

和
元
年
度
に
税
制
改
正
も
実
施
。
し
か
し
医

療
費
を
抑
え
な
い
限
り
根
本
的
な
解
決
に
は

至
り
ま
せ
ん
。
近
い
将
来
、
県
内
の
国
保
税

は
統
一
。
大
幅
な
増
税
に
よ
り
負
担
が
増
え

る
現
状
を
避
け
て
は
通
れ
な
い
状
況
で
す
。

「
最
後
の
砦
」
と
言
わ
れ
た
国
保
。
今
、
私

た
ち
の
意
識
と
行
動
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

錦
江
町
の
医
療
費
は
増
え
続

け
、
昨
年
度
の
速
報
で
は
１
人
当

た
り
46
万
円
以
上
と
、
こ
の
７
年

で
10
万
円
以
上
も
増
え
て
い
ま

す
。
医
療
技
術
の
高
度
化
や
新
薬

開
発
費
も
関
係
し
ま
す
が
、
根
本

は
治
療
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状

態
の
人
が
増
え
て
い
る
こ
と
。

　

日
本
人
の
死
因
の
６
割
を
占
め

る
と
言
わ
れ
る
生
活
習
慣
病
。
病

名
の
と
お
り
、
私
た
ち
が
普
段
か

ら
健
康
を
意
識
し
、
改
善
し
て
い

れ
ば
予
防
で
き
る
病
気
で
す
。
病

院
で
の
治
療
や
入
院
が
前
提
で
は

な
く
、
ま
ず
は
病
気
に
な
ら
な
い

た
め
の
「
予
防
」
を
一
人
ひ
と
り

が
強
く
意
識
し
な
け
れ
ば
、
医
療

費
削
減
と
い
う
大
き
な
問
題
を
解

決
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。

錦
江
町
の
国
保
財
政
は
危
機
的

国
保
税
増
税
も
や
む
を
得
な
い

国保制度の大改革

10
万
円
以
上
増
加

３
億
４
千
万
円

1958 年（昭和 33年）から長い間、市町村が保険者として運営してきた国保。
国保財政の安定化を図るため、平成 30年４月から県と市町村がともに保険者となり
運営していく体制に変わりました。医療費に当たる保険給付は県予算で支払われま
すが、町は県に対して納付金を納めることに。その額は今年度で３憶４千万円以上。
前年度と比較して５千万円以上増え、これまで以上に厳しい状況が続いています。

増
え
続
け
る
医
療
費
を
削
減
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。

先
進
医
療
の
進
歩
や
医
療
技
術
の
高
度
化
に
よ
り
医
療
点
数
は
上
が
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
生
活
習
慣
病
は
増
え
続
け
、
重
症
化
に
よ
る
長
期
入
院
は
医
療
費
増
加

に
直
結
。
こ
れ
は
、病
院
に
頼
っ
た
「
治
療
」
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
で
す
。

増
え
続
け
る
錦
江
町
の
医
療
費
。
こ
の
７
年
間
で
、

県
に
支
払
う
納
付
金
は
、
前
年
比
５
千
万
円
以
上
の
増

国民皆
かい

保険制度町と県がともに保険者へ

１人当たり

70歳以上の高齢者の医療費が無料
化され「病院のサロン化」と言わ
れるほど過剰受診も増加。制度開
始からわずか 10年で廃止された。

国
民
健
康
保
険
法
ス
タ
ー
ト

193
8

保
険
組
合
の
設
立
も
加
入
も
任
意
だ
っ
た
。

給
付
内
容
も
組
合
ご
と
に
設
定
し
て
い
た
。

国
民
健
康
保
険
税
が
創
設

195
1

財
政
基
盤
強
化
の
た
め
保
険
料
で
は
な
く

税
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

国
民
皆
健
康
が
実
現

196
1

す
べ
て
の
国
民
が
健
康
保
険
を
受
け
ら
れ

る
仕
組
み
を
世
界
に
先
駆
け
て
実
現
し
た
。

県
も
保
険
者
と
な
る
大
改
革

201
8

国
保
財
政
の
安
定
化
に
向
け
て
県
も
保
険

者
と
な
り
標
準
化
、
効
率
化
を
図
る
。

老
人
医
療
費
無
料
「
福
祉
元
年
」

197
3

70
歳
以
上
の
老
人
医
療
費
が
全
額
公
費
負

担
と
な
り
、
７
割
給
付
も
実
現
。
医
療
費

負
担
の
上
限
を
定
め
た
高
額
療
養
費
制
度

も
始
ま
り
「
福
祉
元
年
」
と
呼
ば
れ
た
。

老
人
医
療
費
無
料
化
に
終
止
符

198
3

病
院
の
待
合
所
が
高
齢
者
で
サ
ロ
ン
化

す
る
な
ど
医
療
費
が
急
増
。
わ
ず
か
10

年
で
医
療
費
無
料
時
代
が
終
わ
っ
た
。

維持管理費

物件費

人件費

Ｒ２錦江町国保会計（収入）

県支出金 75％
10 憶 5,798万円

１億7,916万円 １億8,295万円
繰入金ほか 国保税

12％ 13％

令和元年度は速報値のため参考データ

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１
医療費 /人 356,189 370,411 370,411 393,064 415,206 408,661 435,720 467,644

被保険者 3,217 3,061 2,861 2,768 2,675 2,562 2,478 2,403

１人当たりの医療費推移
46万
Ｒ１

Ｈ29Ｈ27

Ｈ25

Ｈ24
40万39万

37万

35万

▲
医療費は 7 年
で10万円以上
も増えている

手遅れになる前に、いま意識を変えるとき――。

特
集

日常から「振り返る」
戦後、日本は復興に向けて国民全員が加入できる保険制度の確立を進めました。
国民皆保険「最後の砦」と言われる国保制度が実現したのは、今から約 60年前。
しかし、高齢化や医療費負担の増加により危機的な状況の国保は、大きな転換期を迎えています。
誰もが安心して暮らせるための支え合い制度。手遅れになる前に、いま真剣に向き合うときです。

　

病
院
を
受
診
し
た
と
き
、
何
気
な
く
払
っ

て
い
る
医
療
費
。
負
担
は
１
割
か
ら
３
割
ほ

ど
で
、
高
額
な
医
療
費
に
な
る
と
支
払
う
金

額
に
上
限
が
あ
る
な
ど
、
そ
の
時
は
保
険
制

度
の
あ
り
が
た
さ
や
必
要
性
を
痛
切
に
感
じ

ま
す
。
国
民
全
員
が
健
康
保
険
に
加
入
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
今
か
ら
約
60
年
前
。　

　

当
時
は
農
村
で
の
医
療
保
険
が
確
立
し
て

い
な
か
っ
た
た
め
、
病
気
に
な
っ
て
も
高
額

な
医
療
費
が
払
え
ず
、
受
診
で
き
な
い
状
況

で
し
た
。
働
き
手
を
失
う
こ
と
で
食
べ
物
に

困
り
十
分
な
栄
養
が
と
れ
な
い
。
貧
困
と

病
気
と
い
う
負
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
た
め
、

１
９
５
８
年
に
国
民
健
康
保
険
法
が
改
定
さ

れ
、
３
年
後
の
１
９
６
１
年
、
つ
い
に
国
民

全
員
が
保
険
に
加
入
で
き
る「
国
民
皆か
い

保
険
」

制
度
が
、世
界
に
先
駆
け
て
実
現
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
高
齢
者
や
慢
性
疾
患
患
者
の
増

加
に
加
え
、
医
療
技
術
の
進
歩
や
新
薬
開
発

費
な
ど
、
日
本
の
医
療
費
は
毎
年
１
兆
円
を

超
え
る
ペ
ー
ス
で
増
え
続
け
て
い
ま
す
。
こ

の
ま
ま
で
は
、
制
度
を
支
え
る
た
め
に
私
た

ち
の
保
険
料
は
増
え
、
保
険
料
が
払
え
ず
に

加
入
者
が
減
る
。
補
て
ん
す
る
た
め
負
担
が

増
え
る
、負
の
悪
循
環
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

国
民
全
員
に
健
康
保
険
を
―
―
。

60
年
前
に
実
現
し
た
「
国
民
皆
保

険
制
度
」
が
存
続
の
危
機
に

Health Consciousness
特
集
日常から「振り返る」健康

H
ealth Consciousness

健康
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